
市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111印鑑登録・パスポートの申請

問 市民課 ☎0297-21-2186
　登録資格は満15歳以上で、坂東市に住民登録をしているか
たです。登録できる印鑑は、1人につき1個です。

■ 印鑑登録をするには
（1）	本人が申請する場合

　登録する印鑑、顔写真付きの本人確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証、パスポート、住基カードなど官公庁発
行のもの）をおもちください。
※本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
①顔写真付きの本人確認書類をおもちでない場合
　・�坂東市に印鑑登録をされているかたに保証人となって

いただくことにより、印鑑登録ができます。登録する印
鑑、本人確認書類（健康保険証など）をおもちになり、
保証人と一緒にお越しください。

　・�保証人のかたは、登録している印鑑と本人確認書類をお
もちください。

②顔写真付きの本人確認書類がなく保証人もいない場合
　・�登録する印鑑と本人確認書類（健康保険証など）をおも

ちください。
　・�申請を受けた後、本人確認のため、本人宛に照会書およ

び回答書を郵送します。書類が届きましたら、本人が回
答書に署名および登録する印鑑を押印し、照会書およ
び回答書と登録する印鑑、本人確認書類（健康保険証な
ど）をおもちください。

（2）	代理人が申請に来る場合
・�登録する印鑑、登録する本人が作成した委任状、代理人の
印鑑、代理人の顔写真付き本人確認書類をおもちください。

・�申請を受けた後、登録する本人の登録意思を確認するため
に、登録する本人宛に照会書および回答書を郵送します。

・�書類が届きましたら、登録する本人が回答書に署名およ
び登録する印鑑を押印し、本人または代理人が照会書お
よび回答書と登録する印鑑をおもちください。（代理人の
場合は、登録する本人が作成した委任状、代理人の印鑑、
代理人の顔写真付き本人確認書類が必要です。）

（3）	成年被後見人のかたが申請する場合
・�登録する印鑑と顔写真付きの本人確認書類をおもちくだ
さい。

・�法定代理人と一緒にお越しください。代理人による申請は
できません。

・�法定代理人のかたは、法定代理人である証明（概ね6か月
以内発行の登記事項証明書など）と顔写真付きの本人確
認書類をおもちください。

■ 登録できない印鑑
　住民基本台帳などに記載されている氏名以外のもの、印鑑
の大きさが一辺が25mmの正方形に収まらないものまたは
8mmの正方形に収まるもの、ゴム印やスタンプ形式のもの、
変形しやすいもの、欠けていたり、すり減っていたりして不
鮮明なものなどは登録できません。

印鑑登録
問 市民課 ☎0297-21-2186

　坂東市にお住まいのかたは市役所でパスポートを申請・受
領できます。

■ 申請できるかた
坂東市にお住まいで住所登録のあるかた

■ 受け付けおよび交付の時間・場所
月～金曜日　9：00～16：45
（土・日曜日、祝日は除く）
※交付に限り、日曜日の午前中も行っています（予約制）
市民課内パスポート窓口

■ 必要書類
①�一般旅券発給申請書（市役所にあります）
②�戸籍謄本または戸籍抄本（本籍地が坂東市にあるかたは、市
役所で1通450円です）

③�写真（たて45mm×よこ35mm、6か月以内に撮影された
もの）

④�申請者本人を確認できる書類（コピーは不可）
※�1つで確認が足りる書類と2つ必要とする書類があります
ので、詳しくは旅券申請のご案内（市役所にあります）や、
県パスポートセンターのホームページでご確認いただく
か、市民課までご連絡ください。

⑤�前回発行の旅券（おもちのかた）

■ 申請から交付までの日数
　申請日から平日だけを数えて8日目以降です。申請の際に
旅券引換書を交付しますので、手数料とあわせておもちくだ
さい。

■ 種類と手数料
種類 収入印紙 茨城県証紙 合計

10年 14,000円 2,000円 16,000円
5年 9,000円 2,000円 11,000円
12歳未満 4,000円 2,000円 �6,000円
記載事項変更 4,000円 2,000円 �6,000円
査証（ビザ）欄の増補 2,000円 　500円 �2,500円
※収入印紙および茨城県証紙は市役所で購入できます。
　（土・日曜日、祝日は除く）

パスポートの申請・交付
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戸籍・住民登録

問 市民課 ☎0297-21-2186
　戸籍は日本国民の身分関係を登録・公証する重要な公簿です。届出期間が決められていますので、期間内の届け出をお願いし
ます。

戸籍に関する届出

種類 届出期間 届出人 届け出の場所 必要なもの

出生届 生まれた日から
14日以内 父または母 生まれた子の本籍地・出生地、

届出人の所在地
○	届出書
○	母子健康手帳

死亡届 死亡の事実を知った
日から7日以内 親族または関係人 亡くなったかたの本籍地・死亡

地、届出人の所在地 ○	届出書

婚姻届 届けた日から効力を
生じます

夫妻
（成人の証人2人が必要）夫妻の本籍地・所在地

○	届出書
○	本籍地以外の市区町村に提
出する場合は戸籍謄本1通

○未成年者は父母の同意書★

離婚届（協議） 届けた日から効力を
生じます

夫妻
（成人の証人2人が必要）夫妻の本籍地・所在地

○	届出書
○	本籍地以外の市区町村に提
出する場合は戸籍謄本1通

転籍届 届けた日から効力を
生じます

戸籍の筆頭者と
その配偶者 転籍地、本籍地、所在地 ○	届出書

○	戸籍謄本1通
※	上記届け出のほかに養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。
※	土・日曜日、祝日は日直がお預かりします。住所変更などの手続きがある場合は、後日市役所にお越しいただきます。
※	婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届け出については、窓口来庁者の本人確認を行っています。来庁時には本人確認書
類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードなど）をおもちください。

※	届け出に関連するそのほかの手続きについては、各担当課にお問い合わせください。
※★は法改正により、令和4年4月1日から必要ありません。

問 市民課 ☎0297-21-2186
　住民登録をすると住民基本台帳が作成され、あなたの住所や世帯主が記録されます。これをもとに、選挙、保険、年金、就学
などの資格や権利義務関係の基礎として使用されます。
　住所や世帯に変更が生じた場合には、定められた期間内の届け出をお願いします。

住民登録に関する届出

※	小・中学校の転校の手続きは住民異動届と同時に行います。
※	上記の届け出について、窓口来庁者の本人確認を行っています。来庁時には本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、
パスポート、住基カードなど）をおもちください。

届け出の種類 届出期間 届出人 必要なもの

転入届 坂東市に転入してきた
とき 転入した日から14日以内 本人、世帯主（委任状可）○	転出証明書

転出届 他の市区町村に転出す
るとき

転出する日の14日前から
転出した日の14日後まで 本人、世帯主（委任状可）

○	国民健康保険証（加入者のみ）
○	印鑑登録証または市民カード
（登録者のみ）

転居届 坂東市内で住所が変
わったとき 転居した日から14日以内 本人、世帯主（委任状可）○	国民健康保険証（加入者のみ）

世帯主変更届 世帯主が変わったとき 変更した日から 本人、世帯主（委任状可）○	国民健康保険証（加入者のみ）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A
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東陽寺 御中

寺院 エリアマップ7図 C‐3
曹洞宗 万年山

東陽寺
600年の歴史と伝統誇る古刹。
木造薬師如来坐像・銅造阿弥陀如来立像（市指定文化財）
■坂東市矢作2674
■TEL:0297-38-2098
■FAX:0297-38-0518

あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済




